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旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務

公募型プロポーザル実施要領

１ 業務概要

（１）件名

旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務

（２）業務の目的

旧有備館および庭園保存活用計画の策定は，国指定史跡・名勝である当該文化財の本質

的価値と構成要素を明確にし，その適切な保存管理に向けた基本方針や方法等を定めると

ともに，さらなる利用促進など活用における方向性を定め，市民に親しまれる文化財とし

て将来に良好な形でつないでいくための指針を計画書として取りまとめるものである。

本業務は，計画の策定にあたって，現地調査，学術的資料および過去の整備工事の内容整

理，現状の課題の抽出，目指すべき方向性の整理，策定委員会の運営補助，計画書の取りま

とめ等を業務委託することにより，効果的に業務を遂行することを目的とする。

なお，本業務は，文化庁・文化資源活用事業費補助金「観光拠点整備事業」で実施するも

のである。

（３）業務内容

別紙「令和８年度旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務仕様書」のとおり

（４）業務期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

（５）提案上限額

４，４３３千円（税込）を上限とする。

２ プロポーザル方式採用理由

本業務は，画一的な仕様に基づく一般競争入札では，各事業者の創意工夫や，当該文化財の

特性を深く理解した計画を策定することが困難である。そのため，価格のみの競争ではなく，

提案者が有する専門的知見や策定手法を総合的に評価し，質の高い成果物を確保することを目

的として，公募型プロポーザル方式を採用する。

３ 参加資格

（１）必要な参加資格

次のアからケまでのいずれにも該当しないものであること。なお資格要件確認のため，関

係機関に照会する場合がある。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 役員等が，暴力団員であると認められる法人または個人。

エ 暴力団または暴力団員が，その経営に実質的に関与している法人または個人。

オ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加え
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る目的をもって，暴力団または暴力団員を利用している法人または個人。

カ 役員等が，暴力団または暴力団員に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，

物品その他財産上の利益を不当に提供し，または便宜を供与するなど，直接的または積極的

に暴力団の維持運営に協力し，または関与している法人または個人。

キ 役員等が，暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人または

個人。

ク 役員等が，暴力団または暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれら

を利用している法人または個人。

ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人等。

（２）参加資格を有する者は，次に掲げるすべての要件を満たす者であること。

ア これまでに他自治体等で類似業務の受託実績を有する者であること。

イ 令和７・８年度建設関連業務入札参加業者登録簿に登録されている者又は入札参加資格審

査申請と同様の書類審査を受け，適格と認められる者。

ウ 参加表明書の提出期限から審査完了の日までの期間において，大崎市競争入札参加登録事

業者等指名停止要領（平成１８年３月３１日告示第２３号）に基づく指名停止を受けていな

いこと。

エ 参加表明書提出期限の日以降において，会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づ

く更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）ま

たは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされ

ている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）ではないこと。

４ 実施スケジュール

日 程 内 容

令和８年 ６月 １日（月） 公告開始

令和８年 ６月 １日（月）から

令和８年 ６月 ５日（金）まで
一次

審査

質問書提出期間（参加表明関係）

令和８年 ６月１１日（木）から

令和８年 ６月１９日（金）まで
参加表明書提出期間

令和８年 ６月２３日（火） 参加資格確認結果の通知発送日

令和８年 ６月２３日（火）から

令和８年 ６月２９日（月）まで 二次

査審

質問書提出期間（企画提案関係）

令和８年 ７月 １日（水）から

令和８年 ７月 ７日（火）まで
企画提案書類の提出期間

令和８年 ７月１４日（火） 審査（プレゼンテーション）

令和８年 ７月中旬 審査結果の通知

令和８年 ８月初旬 契約締結
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５ 一次審査（参加資格の確認）

本プロポーザルに参加しようとする者は，次の方法により書類を作成し，提出すること。

（１）募集方法

市公式ウェブサイトで公募する。

（２）参加表明に係る質問の受付

ア 提出書類

質問回答書（様式４号）

イ 提出期間

令和８年６月１日（月）午前９時から令和８年６月５日（金）午後５時まで

ウ 提出方法

大崎市教育委員会文化財課保護担当（ed-bunka@city.osaki.miyagi.jp）宛てに電子メール

※Ｗｏｒｄ形式データで送付すること。

エ 回答方法

市公式ウェブサイトで随時公開する。

（３）参加表明に係る申込の受付

ア 提出書類

① 参加表明書（様式第１号）

② 次のいずれかの書類

a 令和７・８年度の大崎市建設関連業務入札参加業者登録書の写し

b 令和８年度大崎市入札参加資格審査申請要領(市公式ウェブサイト「入札参加資格関

係」を参照)」に掲げる必要書類（令和７・８年度の大崎市建設関連業務等に係る競争

入札参加業者登録簿に登録されていない場合のみ。)

③ 会社概要書（様式第２号）

④ 業務実績書（様式第３号）

※過去５年間（令和３～７年度）における名勝（史跡及び名勝）〈注〉に係る保存活用計画

及び整備計画の実績を１０件まで記載すること。

〈注〉 ここでいう名勝とは，人文的名勝のことで，文化財保護法，都道府県及び政令指令都

市における文化財保護条例に基づき指定された文化財でを指す。

⑤ 参加資格確認結果の通知に係る返信用封筒（１１０円切手貼付）

イ 提出期間

令和８年６月１１日（木）午前９時から令和８年６月１９日（金）午後５時まで

ウ 提出方法

持参または郵送とする。

持参の場合は，土日及び祝日を除き，各日午前９時から午後５時までを受付時間とする。

郵送の場合は，配達証明付書留郵便とし，提出期間内に必着とする。なお，配達証明付書留

郵便以外での郵送は受け付けない。

エ 提出場所

〒９８９－６１８８ 宮城県大崎市古川七日町１番１号

大崎市教育委員会文化財課保護担当（大崎市役所本庁舎３階）
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オ 提出部数

１部

（４）参加資格確認結果の通知

ア 通知期日

令和８年６月２３日（火）

イ 審査方法

「３ 参加資格」に沿って参加資格要件を確認する。

ウ 通知方法

① 郵送により通知（発送）する。

② 参加資格を満たしていることを確認した応募事業者については，参加資格確認結果通知，

企画提案書の提出要請書を送付する。

③ 参加資格が認められなかった応募事業者に対しては，参加資格が認められなかったこと

及びその理由を書面により通知する。通知を受けた応募事業者は，書面によりその理由

について説明を求めることができるものとする。

６ 二次審査（企画提案）

（１）企画提案に係る質問の受付

ア 提出書類

質問回答書（様式４号）

イ 提出期間

令和８年６月２３日（火）午前９時から６月２９日（月）午後５時

ウ 提出方法

大崎市教育委員会文化財課保護担当（ed-bunka@city.osaki.miyagi.jp）宛てに電子メール

※Word形式データで送付すること。

エ 回答方法

市公式ウェブサイトで随時公開する。

（２）企画提案書の受付

ア 提出書類

① 企画提案書（任意様式）

作成に当たっては，別紙「令和８年度旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務仕

様書」及び別紙「旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務 公募型プロポーザル審査

要領」を踏まえるとともに，以下に留意すること。

a 仕様書添付の工程表を参考に，令和８年度及び令和９年度の２か年で策定する内容の提

案書とすること。

b Word，PowerPoint等で作成し，文字サイズ１１ポイント以上，表紙・目次を含まずにペ

ージ番号を付けること。

c Ａ４版（片面）で１ページとし，片面印刷で作成するものとする。

② 実施体制（様式第５号）

③ 業務行程表（任意様式）
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④ 令和８年度及び令和９年度業務に係る参考見積書及び明細書（Ａ４サイズ，縦横問わな

い）

⑤ 審査結果の通知に係る返信用封筒（１１０円切手貼付）

イ 提出期間

令和８年７月１日（水）午前９時から令和８年７月７日（火）午後５時まで

ウ 提出方法

持参または郵送とする。

持参の場合は，土日及び祝日を除き，各日午前９時から午後５時までを受付時間とする。

郵送の場合は，配達証明付書留郵便とし，提出期間内に必着とする。なお，配達証明付書留

郵便以外での郵送は受け付けない。

エ 提出場所

〒９８９－６１８８ 宮城県大崎市古川七日町１番１号

大崎市教育委員会文化財課保護担当（大崎市役所本庁舎３階）

オ 提出部数

正本１部，副本６部，提出書類データを格納したＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ(指定様式のほ

か，PowerPoint形式等で格納)を１枚とする。

正本１部には申請者名を記載し，副本は，応募者名（企業名，応募者が特定される名称等

を含む。）を空欄または黒色で塗りつぶしすること。なお，提出後の差替えは原則認めない。

（３）審査の実施

別紙「旧有備館および庭園保存活用計画策定支援業務 公募型プロポーザル審査要領」のとおり。

（４）その他の留意事項

ア 本プロポーザルに係る書類の作成に関する費用は，事業者の負担とする。

イ 提出された書類は，本プロポーザルに係る業務に使用する場合に限り，必要に応じて複写

する場合がある。

ウ 書類の提出期限後において，書類の追加・修正・変更は認めないものとする。ただし，審

査に必要と認められる場合は，資料の追加提出を求めることがある。

エ 提出された書類は，審査の結果に関わらず一切返却しない。

オ 提出された書類は，他事業者に提供しない。

カ 提出された書類については，提案者の承諾なしに他に利用することはない。

７ 優先交渉権者との協議

審査の結果，優先交渉権者となった者は，受託候補者として市と仕様及び価格等の細目につ

いて協議を行うものとする。この場合，市は必要に応じて優先交渉権者の提案に対し，提案内

容の趣旨を変更しない範囲において修正を求めることができるものとする。ただし，優先交渉

権者との間で協議が整わない場合は，次点者と協議を行うものとする。

８ 契約の締結

市は優先交渉権者と大崎市契約規則（平成１８年３月規則第６８号）に基づき随意契約を締

結する。なお，契約については，提案内容と市の意向について優先交渉権者と協議調整を行っ
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た上で締結する。

９ 失格事項

次のいずれかに該当する場合は，失格若しくは無効とする。

（１）審査委員に直接または間接を問わず接触を求めた場合

（２）審査の公平性の確保に影響を及ぼす行為があったと認められる場合

（３）参加資格の要件を満たさなくなった場合

（４）提出書類に虚偽の記載をし，その他不正の行為をした場合

（５）応募事業者が２つ以上の提案書を提出した場合

（６）応募事業者が他の応募事業者の代理をした場合

（７）二次審査の指定した時間に遅れた場合，または出席しなかった場合

（８）事業費の上限金額を超えた見積書を提出した場合

（９）その他，審査委員会が社会通念に照らし失格に当たる事由があると認める場合

10 その他

（１）本事業では，言語は日本語，通貨は日本円，単位は日本の標準時及び計量法を使用する。

（２）参加表明書がその提出期限までに到達しなかった場合及び企画提案書等の提案者として選

定された旨の通知を受けなかった場合は，企画提案書等を提出することはできないものとする。

（３）応募に要するすべての費用は，応募事業者の負担とする。

（４）市は,応募事業者から提出された企画提案書等について，提案資格の確認，企画提案書等の

特定及びその結果の公表以外の目的に使用しない。ただし，大崎市情報公開条例(平成１９年条

例第３号)に基づく公開請求があった場合は，原則公開する。

（５）提出書類に虚偽の記載をし，その他不正な行為をした場合は，その者に対して指名停止そ

の他の措置を講じることがある。

（６）提案に含まれる特許権，実用新案権，意匠権及び商標権等の法令によって保護される第三

者の権利の対象になっている物品，施工方法等を使用した結果生じた責任は，原則としてそ

の提案を行った応募事業者が負うものとする。

（７）その他定めのない事項については，市が定める手続きに従うものとする。


